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定期理事会議事録 

公益社団法人国民健康保険中央会 

 

１ 開催日時 

令和８年３月２４日（火）午後１時３０分～午後２時２６分 

 

２ 開催場所 

Ｗｅｂ会議により開催 

 

３ 理事会の議事の経過の要領及びその結果 

（１）出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な

意見表明が互いにできることを確認した。 

（２）理事総数２２名のうち１５名の出席があったため、理事会は有

効に開催された。 

（３）定款第４２条の規定に基づき、大西秀人会長が議長となって議

事を開始した。 

（４）会長から挨拶があった。 

〇 本日は、大変ご多用の中、ご出席を賜り感謝を申し上げる。 
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また、国保中央会の事業運営については、平素から格別のご支 

援・ご協力をいただき、御礼申し上げる。 

〇 本日は、ご来賓として、国会会期中のご多用の中、厚生労働省

保険局から国民健康保険課長にお越しいただいており、後ほど

ご挨拶をお願いする。 

〇 令和８年度は、２月の臨時理事会の際にも申し上げたが、国

保連合会・国保中央会においては、審査支払システムの共同開

発・共同利用にかかるシステム開発作業の着手、全世代型社会

保障改革に伴う、高額療養費制度の見直し等の医療・介護制度

改正に対応した大規模なシステム改修、また、介護情報基盤や

予防接種システムの運用や母子保健、自治体検診のデジタル化

といった医療・介護ＤＸへの対応、そして保健事業など保険者

機能の発揮への支援など、重要かつ困難な課題に取り組んでい

く必要がある。 

〇 本年１０月には支払基金が医療ＤＸの推進母体となる組織へ

と改組されるが、本会としても、地方自治体における保健・医

療・福祉行政のＤＸを円滑に推進できるよう、新組織への職員

出向、また業務執行にかかる会議体への役職員の参画など、必
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要な対応を行っていく。 

〇 また、国のデータヘルス改革の動きを踏まえ、データを活用

した保険者支援を担うことのできる人材育成を進めていく。 

〇 本会においては、こうした様々な課題に的確に対応していく

ため、本年４月から組織を一部見直すこととしている。 

〇 具体的には、支払基金改組後の新組織において、基本方針や

中期計画の策定等を行う企画部門へ出向する本会職員等を支援

するため、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構担当室」を設

置するとともに、予防接種システムや介護ＤＸ関連システムの

運用開始や、自治体検診、母子保健事務のデジタル化のための

システム開発着手に伴い、これまでシステム開発のために設置

していた「準備室」を廃止して、新たに「予防接種システム等担

当室」及び「介護ＤＸ関連システム担当室」を設ける。 

〇 また、データヘルス改革への対応として、データ分析にかか

る外部有識者を招聘し、その有識者をリーダーとした、データ

提供や分析、データ利活用人材の育成を行うためのチームを編

成する。 

〇 あわせて、限られた人的リソースを有効に活用し、業務を効
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率的に実施するため、一部システムの所管部署を移管する。 

○ 本会の組織体制については、支払基金が新組織に移行する１

０月に合わせて、医療・介護ＤＸの推進や、標準事務処理システ

ムの効率的な開発・運用等といった観点から、必要な見直しに

ついて改めて検討することとしており、具体案がまとまれば、

改めて皆様にも相談させていただく。 

〇 本会としては、こうした対応をとりながら、直面する様々な

課題に取り組んでいくが、これらの課題解決のためには、連合

会の皆様と連携しながら、一体となって取り組んでいくことが

重要になる。引き続き、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げ

る。 

〇 本日の理事会では、令和８年度の事業計画や収支予算のほか、

各種関連規程の新設及び一部改正などについて、ご審議をお願

いするが、いずれも３月１３日開催の全国国保連合会総合調整

会議においてご審議を賜り、本理事会に付議することについて

ご了承をいただいたものである。 

○  限られた時間ではあるが、ご審議を賜り、何とぞご承認をい

ただくようお願い申し上げる。 
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（５）厚生労働省保険局国民健康保険課長から来賓挨拶があった。 

〇 国保中央会定期理事会の開催に当たり、ご挨拶申し上げる。

国保は、国民の健康と命を守る、皆保険制度の要であり、皆様に

は国保事業の運営に多大なご尽力を賜り、厚く御礼申し上げる。 

〇 令和８年度予算案は、現在、参議院にて審議いただいている

が、国保の基盤強化については、毎年約３４００億円の国費投

入について、引き続き確保するとともに、国保連合会関係でも、

国民健康保険団体連合会等補助金１６億円、国保保険者標準事

務処理システムの運用体制維持に要する経費９億円などを計上

している。また、国保総合システムは、国保の基幹システムであ

り、ＫＤＢシステムと合わせて昨年の補正予算では９７億円、

国保保険者標準事務処理システムの機能改修等に要する経費２

７億円などの国庫補助額を計上したところである。 

〇 令和９年度予算要求に向けた作業も、これから検討を進めて

いくが、新たな政策課題にも対応していくため、必要な予算の

確保について具体化していくので、引き続き、ご協力をお願い

申し上げる。 

○ 医療保険制度に関しては、人口減少・少子高齢化、医療の高度
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化が進む中で、健康寿命の延伸を図るとともに、現役世代の負

担上昇の抑制を図るため、給付と負担のバランスを確保し、全

ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組み

を構築することが重要であり、不断の見直しを進めていく必要

がある。 

〇 国民健康保険制度においても、１０年で国民健康保険の被保

険者数は １０００万人減少し、３０００人未満の小規模保険者

は３割を超える中で、被用者保険の適用拡大への対応や、こど

も施策等の充実、医療ＤＸの推進など新たな課題にも対応して

いくことが求められる中で、国民皆保険制度の基盤である国保

制度の安定的な運営に努めていく必要がある。 

〇 こうした中、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な

保険給付等の適切な実施及び世代間・世代内での負担の公平性

の確保を図るため、今般の医療保険制度改革では、必要な受診

は確保した上で、日常的な医療における薬剤自己負担の見直し、

高額かつ長期な医療が必要な患者へのセーフティネット機能の

維持・強化、妊娠・出産に対する支援の強化、後期高齢者医療制

度における金融所得の公平な反映、子どもに係る均等割保険料
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軽減措置の高校生年代までの拡充、財政安定化基金の使途の拡

充、国保組合の国庫補助について例外的な補助率の適用などを

行うこととしており、先日、「健康保険法等の一部を改正する法

律案」を閣議決定したところである。 

〇 市町村では、人口減少の影響等により、一般行政職員、保健師

を含めた人材不足が深刻化しており、将来的に、保険者として

の事務の実施に支障を及ぼしかねない状況である。自治体の事

務負担軽減に向け、国保連の役割を強化し、自治体支援の持続

可能なモデルの構築を検討していく。 

〇 予防・健康づくり、重症化予防については、市町村等の保健事

業の運営に当たり、ＫＤＢシステム等を活用したデータ分析に

基づく展開が重要と考える。また、令和８年度は多くの市町村

等でデータヘルス計画の中間評価の時期となっており、効果的

かつ効率的な保健事業を実施していくためにも、計画期間の途

中で評価を行い、必要に応じて計画を見直すことは重要であり、

評価にあたってはデータ提供・分析等の支援が必要である。国

保連においても、都道府県と協働・連携し、ＫＤＢデータを分析

し、分析結果を市町村や国保組合に提供する等、引き続きご支
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援をお願いする。 

〇 更に、昨年１２月に従来の健康保険証は全て有効期限の満了

を迎え、以降はマイナ保険証、または資格確認書を利用して医

療機関等を受診いただくこととなっている。 

〇 マイナ保険証は、医療ＤＸの基盤として、健康・医療情報に基

づいたより良い医療の提供を可能にするものであり、スマート

フォンをマイナ保険証として利用可能な医療機関等も拡大して

いるなど、その利便性も向上している。 

〇 こうしたメリットをはじめ、今後もマイナ保険証の利用体験

がより良いものとなり、利用が定着していくよう、今後も丁寧

に利用促進に向けた取組や周知等を行っていく。 

○ 国保中央会・国保連合会の皆様には、すでにご協力いただい

ているところではあるが、今後とも、積極的なご協力をお願い

申し上げる。 

〇 国民健康保険制度が、今後とも、国民皆保険の要としての機能

を発揮していくためには、国保に関わるすべての皆様のご理

解・ご支援が必要である。｢相扶共済｣の精神を忘れずに、厚生

労働省としても、皆様のご意見を丁寧に伺いながら、制度の発
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展に向けて努めていく。 

○ 最後に、国保連合会・国保中央会のますますのご発展と、本

日お集まりの皆様方のご健勝を祈念して、私からの挨拶とさせ

ていただく。 

（６）理事長から情勢報告があった。 

〇 本会の定款第１５条第７項に定める本会代表理事及び業務

執行理事の職務の執行状況報告として、会長のご挨拶に加えて、

最近の情勢等についてご報告申し上げる。 

〇 令和７年度における本会の事業運営の状況であるが、「審査

支払機能に関する改革工程表」に基づく審査支払システムの共

同開発・共同利用の開発方針の策定や、後期高齢者医療や特定

健診等の標準システムのクラウド化、また医療・介護ＤＸの推

進に関連する業務など、直面する様々な重要課題について、厚

生労働省や地方団体等の関係機関のご支援、ご指導の下、全国

の国保連合会のご理解とご協力を得て、概ね、事業計画に沿っ

た事業運営ができているものと考えている。その上で、３点申

し上げる。 

〇 １点目は、審査支払システムの共同開発・共同利用における



【公表用】          

10 

 

国保総合システムの開発の基本方針のとりまとめについてであ

る。 

〇 本件については、昨年９月に厚生労働省、支払基金、本会の三

者により「審査支払システムの共同開発の基本方針」をとりまと

めたが、これを踏まえて、令和１３年１月の新システムの稼働を

目指して、国保総合システムの審査領域等の開発方針を策定し、

本年には開発業者を調達して、具体的な開発に着手していく必

要がある。 

〇 １月２７日開催の全国国保連合会総合調整会議において、調

達仕様書の前提となる「情報化構想書」の案についてご協議いた

だき、より精緻な見積もりや開発方針を決定するためのＲＦＩ

の実施についてご承認をいただいたところである。 

〇 これに先行して実施中のＰｏＣについては、画面審査のプロ

トタイプの開発やクラウドサービス間連携の検証作業を実施し

ているところであるが、一部当初の想定と異なる課題が見えて

きており、これまで今月末を目指していた次期システムの開発

方針の確定の時期については、少し遅れる見通しとなっている。 

〇 そのため、情報化構想書については６月の定期理事会におい
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てご承認いただく予定である。 

〇 ＰｏＣやＲＦＩをしっかりと実施して、出てきた課題を解決

し、開発業者の調達等の作業、開発スケジュールに支障が生じな

いように対応していく。 

○ ２点目は、国保連合会の自治体支援のための役割強化と事業

運営基盤の強化に向けた検討についてである。 

〇 国民健康保険課長からの話にもあったが、連合会の役割を強

化し、自治体支援の持続可能なモデルの構築を検討するための

会議、「自治体の事務負担軽減に向けた国保連合会の役割強化に

関する会議」が厚生労働省の国民健康保険課長の下で昨年１０

月から開催され、本年３月には中間とりまとめが行われた。 

○ 会議には本会や連合会から役職員が委員として参加するとと

もに、委員として参加していない連合会からのヒアリングやア

ンケート調査も実施された。 

〇 中間とりまとめにおいては、自治体から連合会が受託できる

事務範囲の明確化や、連合会・中央会間あるいは連合会同士の協

力、事業実施に向けた財源の確保といった事項に加えて、都道府

県と連合会の協議の場の設置等が記載されているが、具体的な
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対応策については、後期高齢者医療や介護保険等の分野も含め

て、令和８年度以降検討を行うこととなっている。 

○ 国保連合会・国保中央会が将来にわたって市町村等の保険者

や被保険者等のために役割を果たしていくための中期ビジョン

とも言える「国保連合会・国保中央会のめざす方向」については、

平成２５年に策定後、これまで２回改訂してきている。 

〇 現行の「めざす方向２０２３」は、令和５年３月に策定し、連

合会・中央会が一体となって業務を遂行していく上で持つべき

共通の理解や認識、現状や課題、今後の対応方針等についての基

本的な方向性・考え方を取りまとめたものであり、中央会、連合

会が事業を進めていく上で重要な役割を果たしている。 

○ 策定から３年が経過し、少子高齢化と人口減少等による国保

の被保険者の減少と小規模保険者の増加、後期高齢者も含めた

医療レセプトの減少、これらによる財政基盤の脆弱化と職員等

の人材の確保、急ピッチで進められる医療・介護ＤＸの取組をは

じめとする全世代型社会保障改革への対応など、連合会・中央会

を取り巻く環境は激しく変化している。 

○ １点目でも申し上げたとおり、国保総合システムの開発につ
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いては、これまで長年協議・検討を続けてきた共同開発の方針も

決まり、ＡＩの活用も含めて、開発作業への着手、実行という次

のステージに移行していかなければならない。 

〇 「５年間程度の期間を視野に入れて整理を行う」としている

「めざす方向２０２３」については、厚生労働省が進める自治体

の事務負担軽減に向けた連合会の役割強化の動きを踏まえ、こ

れと連動して、本年秋頃から、改訂に向けた検討を始めたいと考

えている。 

〇 連合会の役割強化の検討も「めざす方向」の改訂も、いずれも

連合会と十分に協議をして進めていくことが何より重要である

ので、連合会の役職員の皆様にはご協力のほどよろしくお願い

申し上げる。 

〇 ３点目は、全世代型社会保障改革の一環として予定されてい

る健康保険法等の一部改正についてである。 

○ 本件については今月の１３日に改正法案が国会に提出された

が、昨年末の社会保障審議会医療保険部会における「議論の整理」

等を踏まえて、高額療養費制度の見直しや出産に係る給付体系

の見直し等の他、国保制度についても子育て世帯の保険料負担
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の軽減や財政安定化基金の見直しなど、重要な改正事項が数多

く盛り込まれている。 

〇 後期高齢者医療制度における金融所得の勘案については、先

月はじめの臨時理事会でもご報告したが、国からの委託を受け

て、本会が金融所得を把握するためのデータベースの構築業務

を担うこととしている。 

〇 このたびの改正法案においては、「高齢者の医療の確保に関す

る法律」が改正され、第１３８条の３において「指定法人」とい

った表記ではあるが、本会が当該業務を担うことが明記されて

いるので、ご報告する。 

〇 これらの制度改正が円滑に実施されるためには、関係するシ

ステムの開発・改修と運用を的確に実施することが不可欠だと

考えているので、国保中央会として、厚生労働省をはじめ関係省

庁と連携して、しっかりと対応していきたい。 

〇 最後に、国保中央会にとって、引き続き重要課題が目白押しと

なっているが、連合会の皆様のご支援をいただきながら、役職員

一同、気を引き締めて、一丸となって取り組むので、ご理解、ご

協力のほどよろしくお願い申し上げる。 
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（７）議案及びその審議状況は次のとおりであった。 

 ① 議案 

・議案第１号  令和７年度国民健康保険中央会第三次収支補正

予算について 

・議案第２号  令和８年度国民健康保険中央会事業計画につい

て 

・議案第３号  令和８年度国民健康保険中央会収支予算につい

て 

・議案第４号   国民健康保険中央会職員給与規程の一部改正に

ついて 

・議案第５号  国民健康保険中央会旅費関係規程の一部改正に

ついて 

・議案第６号  国民健康保険中央会職員服務規程等の一部改正

について 

・議案第７号  国民健康保険中央会事務局各課に置く係の一部

改正について 

・議案第８号  国民健康保険中央会県外分診療報酬等全国決済

業務規程の一部改正について 
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・議案第９号  国民健康保険中央会介護ＤＸ関連システムの整

備及び運用に関する規程の制定について 

・議案第１０号 理事（地方選出理事）の選任に係る地方選出区

分の理事数について 

・議案第１１号 事務局長の任命について 

 

 ② 審議状況 

・議案第１号、同第２号及び同第３号： 

事務局から提案説明があり、質疑を行ったと

ころ、特に質疑がなく、全会一致で原案どおり

可決された。 

・議案第４号、同第５号、同第６号及び同第７号： 

    事務局から提案説明があり、これらについ

て質疑を行ったところ、特に質疑がなく、全

会一致で原案どおり可決された。 

・議案第８号及び同第９号： 

事務局から提案説明があり、質疑を行ったと

ころ、特に質疑がなく、全会一致で原案どおり
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可決された。 

・議案第１０号：   事務局から提案説明があり、質疑を行った

ところ、特に質疑がなく、全会一致で原案ど

おり可決された。 

・議案第１１号：   事務局から提案説明があり、質疑を行った

ところ、特に質疑がなく、全会一致で原案ど

おり可決された。 

  

４ 出席した理事及び監事の氏名 

（１）理事 

   大西 秀人（会長） 

   原 勝則（理事長） 

   池田 俊明（常務理事） 

   齋藤 俊哉（常勤理事） 

稲垣 仁（常勤理事） 

   山本 邦彦（北海道国民健康保険団体連合会） 

髙橋 勝重（岩手県国民健康保険団体連合会） 

   森田 達也（茨城県国民健康保険団体連合会） 
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   小髙 康幸（千葉県国民健康保険団体連合会） 

   小島 徹（山梨県国民健康保険団体連合会） 

西垣 功朗（岐阜県国民健康保険団体連合会） 

横山 達伸（和歌山県国民健康保険団体連合会） 

   守田 利貴（広島県国民健康保険団体連合会） 

   土草 洋樹（香川県国民健康保険団体連合会） 

徳永 吉之（福岡県国民健康保険団体連合会） 

（２）監事 

   黒澤 正明（常勤監事） 

   野倉 加奈美（兵庫県国民健康保険団体連合会） 

 

５ 議長の氏名 

   大西 秀人（会長） 
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 この議事録が正確であることを証するため、記名押印する。 

 

       代表理事（会長）  大 西 秀 人 

 

       代表理事（理事長） 原   勝 則 

 

       監事        野 倉 加奈美 

    

       監事        黒 澤 正 明 


